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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の非極性発光セルを有する発光ダイオードの製造方法であって、
　上部表面がｒ面、ａ面またはｍ面を有するサファイアまたは炭化珪素の第１の基板を用
意し、前記第１の基板は、その上部表面上に前記第１の基板を露出させる開口部を有する
ストライプ状の成長防止パターン、及び前記成長防止パターンの前記開口部の下方に配置
され、側壁がｃ面であるリセス領域を有し、
　前記リセス領域を有する前記第１の基板上に窒化物半導体層を成長させて、前記窒化物
半導体層は、前記リセス領域の側壁から先に成長されて、前記リセス領域を充填すると共
に、前記成長防止パターンを覆い、
　前記窒化物半導体層をパターニングして、互いに分離された発光セルを形成し、少なく
とも前記側壁間の中間領域及び前記成長防止パターンの中間領域に沿って前記窒化物半導
体層を除去する、
　ことを特徴とする発光ダイオードの製造方法。
【請求項２】
　前記窒化物半導体層は、第１の導電型半導体層、活性層、及び第２の導電型半導体層を
有することを特徴とする請求項１に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項３】
　前記分離された発光セル上に透明電極層を形成し、
　前記透明電極層を互いに電気的に接続することをさらに含み、
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　前記第１の基板は、導電性炭化珪素基板であることを特徴とする請求項２に記載の発光
ダイオードの製造方法。
【請求項４】
　前記分離された発光セル上に反射金属層を形成し、
　前記反射金属層が形成された発光セルを、第２の基板上にバンプを介してボンディング
することをさらに含み、
　前記第１の基板は、導電性炭化珪素基板であることを特徴とする請求項２に記載の発光
ダイオードの製造方法。
【請求項５】
　前記互いに分離された発光セルは、第１の導電型半導体層と、前記第１の導電型半導体
層の一部領域上に配置される第２の導電型半導体と、前記第１の導電型半導体層と前記第
２の導電型半導体層との間に介在された活性層と、を有することを特徴とする請求項２に
記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項６】
　一つの発光セルの前記第１の導電型半導体層と、それに隣り合う他の発光セルの前記第
２の導電型半導体層とを電気的に接続する配線を形成することをさらに含むことを特徴と
する請求項５に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項７】
　前記配線を形成する前に、前記発光セル上に透明電極層を形成することをさらに含むこ
とを特徴とする請求項６に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項８】
　前記配線を形成する前に、前記発光セルの側面を覆う絶縁層を形成することをさらに含
むことを特徴とする請求項７に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項９】
　前記絶縁層を形成するステップは、
　前記発光セル間の空間を充填し、前記第１の導電型半導体層の上部面の下方に配置され
る第１の絶縁層を形成し、
　前記第１の絶縁層上で、前記発光セルの側面を覆う第２の絶縁層を形成することを含む
ことを特徴とする請求項８に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項１０】
　前記配線によって互いに接続された発光セルを第２の基板上にボンディングすることを
さらに含むことを特徴とする請求項６に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項１１】
　前記ボンディングするステップは、
　前記配線及び前記発光セルを覆う層間絶縁層を形成し、
　前記層間絶縁層上に前記第２の基板をボンディングすることを含むことを特徴とする請
求項１０に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項１２】
　前記第２の基板をボンディングした後、前記第１の基板を除去して、前記第１の導電型
半導体層を露出させることをさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載の発光ダイオ
ードの製造方法。
【請求項１３】
　前記露出した第１の導電型半導体層に粗面を形成することをさらに含むことを特徴とす
る請求項１２に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項１４】
　前記発光セルを前記第２の基板上にバンプを介してボンディングすることをさらに含む
ことを特徴とする請求項５に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項１５】
　前記第２の基板は、電極パターンを有し、前記発光セルは、前記電極パターンによって
電気的に接続されることを特徴とする請求項１４に記載の発光ダイオードの製造方法。
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【請求項１６】
　前記第１の基板を除去して、前記第１の導電型半導体層を露出させることをさらに含む
ことを特徴とする請求項１５に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項１７】
　前記露出した第１の導電型半導体層上に粗面を形成することをさらに含むことを特徴と
する請求項１６に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項１８】
　複数の非極性発光セルを有する発光ダイオードの製造方法であって、
　上部表面がｒ面、ａ面またはｍ面を有するサファイアまたは炭化珪素の第１の基板を用
意し、前記第１の基板は、その上部表面上に前記第１の基板を露出させる開口部を有する
ストライプ状の成長防止パターン、及び前記成長防止パターンの前記開口部の下方に配置
され、側壁がｃ面であるリセス領域を有し、
　前記リセス領域を有する前記第１の基板上に、第１の導電型半導体層と、第２の導電型
半導体層とを有する窒化物半導体層を成長させ、前記窒化物半導体層は、前記リセス領域
の側壁から先に成長されて、前記リセス領域を充填すると共に、前記成長防止パターンを
覆い、
　前記窒化物半導体層上にエッチング防止層を形成し、前記エッチング防止層は、前記第
２の導電型半導体層を露出させる開口部を有し、少なくとも前記側壁間の中間領域及び前
記成長防止パターンの中間領域上の前記窒化物半導体層を覆い、
　前記エッチング防止層の前記開口部を充填し、前記エッチング防止層上に延びた延長部
を有して、互いに離隔された電極を形成し、
　前記電極上に層間絶縁層を形成し、
　前記層間絶縁層上に第２の基板をボンディングし、
　前記第１の基板及び前記成長防止パターンを除去して、前記第１の導電型半導体層を露
出させ、
　前記エッチング防止層が露出するように前記窒化物半導体層をパターニングして、互い
に離隔した複数の発光セルを形成する、
　ことを特徴とする発光ダイオードの製造方法。
【請求項１９】
　前記発光セルを覆い、前記第１の導電型半導体層の上面の少なくとも一部を露出させる
側面絶縁層を形成すると共に、前記エッチング防止層をパターニングして、前記電極を露
出させる開口部を形成し、
　前記第１の導電型半導体層と前記露出した電極を接続する配線を形成することをさらに
含むことを特徴とする請求項１８に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項２０】
　前記第１の導電型半導体層上に粗面を形成することをさらに含むことを特徴とする請求
項１９に記載の発光ダイオードの製造方法。
【請求項２１】
　複数の非極性発光セルを有する発光素子において、
　ストライプパターンのリセス領域を有し、前記リセス領域の側壁はｃ面であるサファイ
アまたは炭化珪素の第１の基板と、
　前記第１の基板上で、分離領域によって互いに離隔した複数の非極性発光セルと、を備
え、
　前記分離領域は、少なくとも前記リセス領域の側壁間の中間領域、及び隣接する前記リ
セス領域間の中間領域を含むことを特徴とする発光素子。
【請求項２２】
　前記第１の基板の上面は、ｒ面、ａ面またはｍ面であることを特徴とする請求項２１に
記載の発光素子。
【請求項２３】
　第２の基板と、
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　前記複数の非極性発光セルと前記第２の基板との間に介在されたバンプとをさらに備え
ることを特徴とする請求項２１に記載の発光素子。
【請求項２４】
　前記バンプと前記複数の非極性発光セルとの間に介在された反射層をさらに備えること
を特徴とする請求項２３に記載の発光素子。
【請求項２５】
　前記複数の非極性発光セルは、それぞれ、
　第１の導電型半導体層と、
　前記第１の導電型半導体層の一部領域上に配置される第２の導電型半導体層と、
　前記第１の導電型半導体層と前記第２の導電型半導体層との間に介在された活性層と、
を有することを特徴とする請求項２１に記載の発光素子。
【請求項２６】
　前記複数の非極性発光セルを電気的に接続する配線をさらに備えることを特徴とする請
求項２５に記載の発光素子。
【請求項２７】
　前記配線は、前記複数の非極性発光セルを並列に接続する配線を含むことを特徴とする
請求項２６に記載の発光素子。
【請求項２８】
　前記配線は、前記複数の非極性発光セルを直列に接続する配線を含むことを特徴とする
請求項２６に記載の発光素子。
【請求項２９】
　前記複数の非極性発光セルの側面を覆い、前記複数の非極性発光セルの前記第２の導電
型半導体層を露出させる開口部を有する絶縁層をさらに含むことを特徴とする請求項２６
に記載の発光素子。
【請求項３０】
　前記絶縁層は、前記複数の非極性発光セルの前記第１の導電型半導体層を露出させる開
口部をさらに有することを特徴とする請求項２９に記載の発光素子。
【請求項３１】
　前記絶縁層は、
　前記複数の非極性発光セル間の分離領域を充填し、前記第１の導電型半導体層の上部面
の下方に配置される第１の絶縁層と、
　前記第１の絶縁層上で、前記各非極性発光セルの側面を覆う第２の絶縁層と、を有する
ことを特徴とする請求項２９に記載の発光素子。
【請求項３２】
　第２の基板と、
　前記配線によって電気的に接続された前記発光セルと前記第２の基板との間に介在され
た層間絶縁層と、をさらに備えることを特徴とする請求項２５に記載の発光素子。
【請求項３３】
　電極パターンを有する第２の基板と、
　前記発光セルと前記電極パターンとの間に介在されたバンプと、をさらに備え、
　前記発光セルは、前記バンプ及び前記電極パターンによって互いに電気的に接続された
ことを特徴とする請求項２５に記載の発光素子。
【請求項３４】
　複数の非極性発光セルを有する発光素子において、
　基板と、
　前記基板の上部に互いに離隔して配置され、それぞれ、第１の導電型上部半導体層、活
性層、及び第２の導電型下部半導体層を有する複数の非極性発光セルと、
　前記基板と前記複数の非極性発光セルとの間に互いに離隔して配置され、対応する前記
第２の導電型下部半導体層にそれぞれ電気的に接続され、それぞれ隣り合う非極性発光セ
ル側に延びた延長部を有する電極と、
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　前記複数の非極性発光セル間の領域と前記電極との間に配置され、少なくとも一部が隣
り合う非極性発光セルの周縁の下方に延びており、前記電極の延長部を露出させる開口部
を有するエッチング防止層と、
　前記複数の非極性発光セルの側面を覆う側面絶縁層と、
　前記側面絶縁層によって前記複数の非極性発光セルの側面から離隔され、それぞれ、一
端部は、一つの前記非極性発光セルの前記第１の導電型上部半導体層に電気的に接続され
、他端部は、前記エッチング防止層の前記開口部を通じて、隣り合う前記非極性発光セル
の前記第２の導電型下部半導体層に電気的に接続された電極に電気的に接続された配線と
、
　を備えることを特徴とする発光素子。
【請求項３５】
　前記基板と前記電極との間に介在された層間絶縁層をさらに備えることを特徴とする請
求項３４に記載の発光素子。
【請求項３６】
　前記電極は、それぞれ反射層及び保護金属層を有することを特徴とする請求項３４に記
載の発光素子。
【請求項３７】
　前記反射層は、前記第２の導電型下部半導体層の下部領域内に限定され、前記保護金属
層は、前記反射層の側面及び下部面を覆うことを特徴とする請求項３６に記載の発光素子
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子及びその製造方法に関し、より詳しくは、複数の非極性発光セルを
有する発光素子及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　窒化ガリウム系発光ダイオードは、表示素子及びバックライトとして広く用いられてい
る。また、発光ダイオードは、既存の電球または蛍光灯に比べて低消耗電力で長寿命であ
り、白熱電球及び蛍光灯を代替して一般照明用途として、その使用領域を広げている。
【０００３】
　一般に、窒化ガリウム系窒化物半導体は、サファイアまたは炭化珪素のような異種基板
上に成長される。窒化物半導体は、主にこのような基板のｃ面（０００１）上に成長され
、圧電特性を示す。圧電特性によって多重量子井戸構造の活性領域において強い分極電界
が引き起こされる。従って、発光層の厚さを増加させることが困難であり、発光再結合率
が減少され、発光出力を向上させるのに限界があった。
【０００４】
　最近、このような分極電界の誘発を防止するために、ｃ面サファイア基板上に成長され
た窒化ガリウム結晶を切り出し、ｃ面以外の結晶面、例えば、ａ面（１１‐２０）または
ｍ面（１‐１００）を有する窒化ガリウム基板に加工し、これを窒化物半導体の成長基板
として用い、または、ｍ面炭化珪素基板を成長基板として用いて、ａ面窒化物半導体を成
長させる技術が研究されている。ａ面またはｍ面で成長された窒化物半導体は、非極性ま
たは半極性の特性を有する。従って、分極電界を示す極性発光ダイオードに比べて光出力
が向上するものと期待される。
【０００５】
　しかし、サファイア基板上に成長された窒化ガリウム基板を用いて、窒化物半導体を成
長させることは費用が多くかかり、さらに、ｃ面窒化物半導体に比べて優れた結晶性を有
する窒化物半導体を得ることが容易ではなかった。特に、大電流を用いる高出力発光ダイ
オードの場合、ｃ面窒化物半導体に比べて非極性または半極性発光ダイオードの出力が相
対的に低い発光出力を示している。
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【０００６】
　一方、発光ダイオードは、一般に、順方向電流によって光を放出し、直流電流の供給を
必要とする。順方向電流下で動作する発光ダイオードの特性を考慮し、複数の発光セルを
逆並列で接続し、または、ブリッジ整流器を用いて、交流電源下で複数の発光セルを動作
させる技術が開発されており、製品化されていることが実状である。また、単一基板上に
複数の発光セルを形成し、これらを直列及び並列接続することにより、高電圧直流電源下
で高出力及び高効率の光を出力することができる発光ダイオードが開発されている。この
ような発光ダイオードは、単一基板上に複数の発光セルを形成し、これらの発光セルを配
線を介して接続することにより、交流または直流電源下で高出力及び高効率の光を放出す
ることができる。
【０００７】
　複数の発光セルを用いて、高電圧の交流または直流電源に接続して使用可能な発光ダイ
オードは、例えば、特許文献１に「発光成分を有する発光素子」（LIGHT-EMITTING DEVIC
E HAVING LIGHT-EMITTING ELEMENTS）が開示されている。
【０００８】
　前記特許文献１によると、ＬＥＤが、サファイア基板のような単一絶縁性基板上に、二
次元的に連結されたＬＥＤアレイが形成される。このようなＬＥＤアレイによって、高電
圧直流電源で駆動される発光ダイオードが提供される。また、前記ＬＥＤアレイが逆並列
で接続され、高圧交流電源によって駆動可能な単一チップ発光素子が提供される。
【０００９】
　しかし、前記発光素子は、成長基板として用いられた基板、例えば、サファイア基板上
に発光セルを形成するので、発光セルの構造に制限があり、光抽出効率を向上させるのに
限界があった。このような問題点を解決するために、基板分離工程を適用し、ＡＣ‐ＬＥ
Ｄを製造する方法が、「熱伝導性基板を有する発光ダイオード及びその製造方法」との名
称で、特許文献２に開示されている。
【００１０】
　上述した従来技術によると、基板を多様に選択することで、発光ダイオードの熱放出性
能を改善することができ、Ｎ型半導体層の表面を処理することで、光抽出効率を向上させ
ることができる。また、発光セルから基板側に進行する光を反射金属層を用いて反射させ
るので、光抽出効率をさらに改善することができる。
【００１１】
　しかしながら、上述した従来技術は、前記半導体層及び金属層をパターニングする間、
金属物質のエッチング副産物が、発光セルの側壁に付着し、Ｎ型半導体層とＰ型半導体層
との間に電気的短絡をもたらしてしまう。また、前記半導体層をエッチングする間、露出
する金属層の表面がプラズマによって損傷しやすい。金属層が、ＡｇまたはＡｌのような
反射金属層を有する場合、このようなエッチング損傷はさらに悪化する。プラズマによる
金属層の表面の損傷は、その上に形成される配線または電極パッドの接着力を低下させ、
素子不良を招くことがある。
【００１２】
　さらに、発光セル間の空間に露出した反射金属層は、エッチング損傷が発生し、外部に
露出することにより酸化されやすい。特に、露出した反射金属層の酸化は、露出した部分
に限定されず、発光セルの下方の領域に進行し、反射金属層の反射率を低下させていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】国際特許公開ＷＯ２００４／０２３５６８（Ａ１）号
【特許文献２】韓国特許登録第１０‐０５９９０１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
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　本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、その目的は、複数の非極性発光セル
を有する発光素子及びその製造方法を提供することにある。
【００１５】
　また、他の目的は、優れた結晶性を有し、製造費用を節約することができる複数の非極
性発光セルを有する発光素子及びその製造方法を提供することにある。
【００１６】
　また、他の目的は、金属エッチング副産物による発光セル内の電気的短絡を防止するこ
とができる発光素子及びその製造方法を提供することにある。
【００１７】
　さらに、他の目的は、反射金属層がエッチングまたは酸化によって劣化することを防止
することができる発光素子及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　上記技術的課題を解決するために、本発明は、複数の非極性発光セルを有する発光素子
及びその製造方法を提供する。
【００１９】
　本発明による複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造方法は、窒化物半導体層が
、サファイア基板または炭化珪素基板のｃ面上で先に成長することを利用する。
【００２０】
　具体的に、本発明の一態様に係る発光素子の製造方法は、上部表面がｒ面、ａ面または
ｍ面を有するサファイアまたは炭化珪素の第１の基板を用意し、前記第１の基板は、その
上部表面上に前記第１の基板を露出させる開口部を有するストライプ状の成長防止パター
ン、及び前記成長防止パターンの前記開口部の下方に配置され、側壁がｃ面であるリセス
領域を有し、前記リセス領域を有する前記第１の基板上に窒化物半導体層を成長させ、前
記窒化物半導体層は、前記リセス領域の側壁から先に成長されて、前記リセス領域を充填
すると共に、前記成長防止パターンを覆い、前記窒化物半導体層をパターニングして、互
いに分離された発光セルを形成することを含む。特に、少なくとも前記側壁間の中間領域
及び前記成長防止パターンの中間領域に沿って前記窒化物半導体層が除去される。
【００２１】
　ここで、「非極性」発光セルは、圧電電界による分極電界が引き起こされない窒化物半
導体で形成された発光セルを意味するが、特に断りの無い限り、「半極性」窒化物半導体
で形成された発光セルを含む。また、「非極性窒化物半導体」も半極性窒化物半導体に含
まれる。
【００２２】
　前記方法によると、窒化物半導体は、前記各リセス領域の側壁から先に成長され、次に
前記第１の基板の側面に成長される。側壁から成長し始めた窒化物半導体は、前記側壁間
の中間領域及び前記成長防止パターンの中間領域で当接することになる。従って、これら
の中間領域上で、転位のような結晶欠陥が生成するが、これらの転位が前記窒化物半導体
層をパターニングする間に除去される。
【００２３】
　従って、結晶性に優れた複数の非極性発光セルが得られ、これらの発光セルを用いて多
様な発光素子を提供することができる。
【００２４】
　一方、前記窒化物半導体層は、第１の導電型半導体層、活性層、及び第２の導電型半導
体層を有する。さらに、前記活性層は、多重量子井戸構造を有してもよい。
【００２５】
　いくつかの実施形態において、前記分離された発光セル上に透明電極層が形成されても
よい。前記透明電極層は、互いに電気的に接続されてもよい。前記第１の基板は、導電性
炭化珪素であってもよく、これにより、前記発光セルを並列で接続した発光素子が提供さ
れる。
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【００２６】
　また他の実施形態において、前記分離された発光セル上に反射金属層が形成されてもよ
い。前記反射金属層が形成された発光セルを、第２の基板上にバンプを介してボンディン
グしてもよい。前記第１の基板は、導電性炭化珪素であってもよく、これにより、前記発
光セルを前記第２の基板上にフリップボンディングした発光素子が提供される。
【００２７】
　一方、前記互いに分離された発光セルは、それぞれ、第１の導電型半導体層と、前記第
１の導電型半導体層の一部領域上に配置される第２の導電型半導体層と、前記第１の導電
型半導体層と前記第２の導電型半導体層との間に介在された活性層と、を有する。このよ
うな発光セルはメサエッチング工程によって得られる。
【００２８】
　これに加えて、一つの発光セルの前記第１の導電型半導体層と、それに隣り合う発光セ
ルの前記第２の導電型半導体層とを電気的に接続する配線が形成されてもよい。前記配線
によって、前記非極性発光セルを直列、並列、直並列、逆並列等に電気的に接続してもよ
い。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、前記配線を形成する前に、前記発光セル上に透明電極層
を形成してもよい。また、前記配線を形成する前に、前記発光セルの側面を覆う絶縁層を
形成してもよい。
【００３０】
　一方、前記絶縁層を形成するステップは、前記発光セル間の空間を充填し、前記第１の
導電型半導体層の上部面の下方に配置される第１の絶縁層を形成し、前記第１の絶縁層上
で、前記発光セルの側面を覆う第２の絶縁層を形成することを含んでもよい。前記発光セ
ル間の空間を前記第１の絶縁層で充填することにより、発光セル間の段差を減少させるこ
とができ、連続する工程を容易に進行することができる。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、前記配線によって互いに接続された発光セルを第２の基
板上にボンディングしてもよい。前記発光セルは、前記第１の基板上で、単一のチップに
分離した後、前記第２の基板上にボンディングしてもよい。これにより、発光セルがフリ
ップボンディングされたフリップチップが提供される。これとは異なり、前記発光セルは
、前記第１の基板上で、単一のチップに分離される前に、前記第２の基板上にボンディン
グされてもよい。その後、前記発光セルは、前記第２の基板と一緒に単一のチップに分離
してもよい。
【００３２】
　また、前記ボンディングするステップは、前記配線及び前記発光セルを覆う層間絶縁層
を形成し、前記層間絶縁層上に前記第２の基板をボンディングすることを含んでもよい。
前記発光セルに電源を供給するためのパッドは、前記層間絶縁層を介して前記第２の基板
の電極パッドに電気的に接続してもよい。
【００３３】
　さらに、前記第２の基板をボンディングした後、前記第１の基板を除去し、前記第１の
導電型半導体層を露出させてもよい。この際、前記成長防止パターンも一緒に除去されて
もよく、前記第１の導電型半導体層は、平坦化されてもよい。また、前記露出した第１の
導電型半導体層上に粗面を形成してもよい。前記第１の基板を除去し、粗面を形成するこ
とにより、光抽出効率をさらに向上させることができる。
【００３４】
　一方、メサエッチングによって形成された前記発光セルが、前記第２の基板上にバンプ
を介してボンディングされてもよい。前記バンプは、それぞれ、前記第１の導電型半導体
層及び前記第２の導電型半導体層に電気的に接続されてもよい。また、前記第２の基板は
、電極パターンを有してもよく、前記発光セルは、前記電極パターンによって電気的に接
続されてもよい。例えば、前記発光セルは、前記バンプ及び前記電極パターンを介して互
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いに直列に接続されてもよい。さらに、前記第１の基板を除去し、前記第１の導電型半導
体層を露出させ、前記露出した第１の導電型半導体層上に粗面を形成してもよい。
【００３５】
　本発明の他の態様に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造方法は、上部表
面がｒ面、ａ面またはｍ面を有するサファイアまたは炭化珪素の第１の基板を用意し、前
記第１の基板は、その上部表面上に前記第１の基板を露出させる開口部を有するストライ
プ状の成長防止パターン、及び前記成長防止パターンの前記開口部の下方に配置され、側
壁がｃ面であるリセス領域を有し、前記リセス領域を有する前記第１の基板上に、第１の
導電型半導体層と、第２の導電型半導体層とを有する窒化物半導体層を成長させ、前記窒
化物半導体層は、前記リセス領域の側壁から先に成長されて、前記リセス領域を充填する
と共に、前記成長防止パターンを覆い、前記窒化物半導体層上にエッチング防止層を形成
し、前記エッチング防止層は、前記第２の導電型半導体層を露出させる開口部を有し、少
なくとも前記側壁間の中間領域及び前記成長防止パターンの中間領域上の前記窒化物半導
体層を覆い、前記エッチング防止層の前記開口部を充填し、前記エッチング防止層の上面
に延びた延長部を有する電極を形成し、前記電極上に層間絶縁層を形成し、前記層間絶縁
層上に第２の基板をボンディングし、前記第１の基板及び前記成長防止パターンを除去し
て、前記第１の導電型半導体層を露出させ、前記エッチング防止層が露出するように前記
窒化物半導体層をパターニングして、互いに離隔した複数の発光セルを形成することを含
む。
【００３６】
　これによると、成長基板として用いられた前記第１の基板を除去する工程と、複数の発
光セルを互いに分離する工程が提供される。特に、前記エッチング防止層によって、前記
発光セルを互いに分離する間、金属エッチング副産物の発生を抑制することができる。
【００３７】
　一方、前記発光セルを覆い、前記第１の導電型半導体層の上面の少なくとも一部を露出
させる側面絶縁層を形成すると共に、前記エッチング防止層をパターニングして前記電極
を露出させる開口部を形成し、前記第１の導電型半導体層と前記露出した電極を接続する
配線を形成してもよい。これにより、前記発光セルを配線によって直列に接続して直列ア
レイを提供することができ、このような直列アレイを用いて、高電圧直流電源または高電
圧交流電源で駆動される発光素子を提供することができる。
【００３８】
　さらに、前記第１の導電型半導体層上に粗面を形成することにより、光抽出効率を向上
させることができる。
【００３９】
　本発明はさらに、複数の非極性発光セルを有する発光素子を提供し、前記発光素子は、
リセス領域の側壁から先に成長される窒化物半導体を用いて提供される。
【００４０】
　具体的に、本発明の一態様による複数の非極性発光セルを有する発光素子は、ストライ
プ状のリセス領域を有し、前記リセス領域の側壁はｃ面であるサファイアまたは炭化珪素
の第１の基板と、前記第１の基板上で、分離領域によって互いに離隔した複数の非極性発
光セルと、を備える。ここで、前記分離領域は、少なくとも前記リセス領域の側壁間の中
間領域、及び前記リセス領域間の中間領域を含む。
【００４１】
　前記第１の基板の上面は、ｒ面、ａ面またはｍ面であってもよい。
【００４２】
　いくつかの実施形態において、前記発光素子は、第２の基板と、前記発光セルと前記第
２の基板との間に介在されたバンプとをさらに備えてもよい。このような発光素子は、複
数の非極性発光セルが第２の基板、例えば、サブマウント基板にフリップボンディングさ
れたフリップチップとして提供される。また、前記バンプと前記発光セルとの間に反射層
が介在されてもよい。
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【００４３】
　いくつかの実施形態において、前記複数の非極性発光セルは、それぞれ、第１の導電型
半導体層と、前記第１の導電型半導体層の一部領域上に配置される第２の導電型半導体層
と、前記第１の導電型半導体層と第２の導電型半導体層との間に介在された活性層と、を
有してもよい。このような発光セルは、メサエッチング工程によって提供される。さらに
、前記発光セルは配線により電気的に接続してもよい。
【００４４】
　一方、前記配線は、前記発光セルを並列に接続する配線及び／または直列に接続する配
線を含んでもよい。
【００４５】
　また、絶縁層は、前記発光セルの側面を覆い、前記発光セルの前記第２の導電型半導体
層を露出させる開口部を有してもよい。前記絶縁層は、前記発光セルの前記第１の導電型
半導体層を露出させる開口部をさらに有してもよい。前記配線は、前記絶縁層の開口部を
通じて前記発光セルに電気的に接続されてもよい。また、前記絶縁層によって前記発光セ
ルと前記配線の電気的短絡が防止される。
【００４６】
　いくつかの実施形態において、前記絶縁層は、前記発光セル間の分離領域を充填し、前
記第１の導電型半導体層の上部面の下方に配置される第１の絶縁層と、前記第１の絶縁層
上で、前記各発光セルの側面を覆う第２の絶縁層と、を有してもよい。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、前記発光素子は、さらに、第２の基板と、前記配線によ
って電気的に接続された発光セルと前記第２の基板との間に介在された層間絶縁層と、を
備えてもよい。
【００４８】
　また他の実施形態において、前記発光素子は、電極パターンを有する第２の基板と、前
記発光セルと前記電極パターンとの間に介在されたバンプと、をさらに備えてもよい。前
記発光セルは、前記バンプ及び前記電極パターンによって互いに電気的に接続される。
【００４９】
　本発明の他の態様による発光素子は、成長基板で成長された窒化物半導体層を分離して
発光セルを形成した後、成長基板を除去することにより提供される。具体的には、前記発
光素子は、基板と、前記基板の上部に互いに離隔して配置される複数の非極性発光セルで
あり、それぞれ、第１の導電型上部半導体層、活性層、及び第２の導電型下部半導体層を
有する発光セルと、前記発光セルの前記第１の導電型上部半導体層間の空間を充填する絶
縁層と、前記発光セルと前記絶縁層の下方で前記発光セルを互いに電気的に接続する配線
と、前記配線を覆い、前記基板と前記発光セルとの間に介在された層間絶縁層と、を備え
る。
【００５０】
　一方、前記配線は、前記発光セルを直列接続する配線及び／または並列接続する配線を
有してもよい。
【００５１】
　また、前記第１の導電型上部半導体層上に、粗面を形成してもよい。
【００５２】
　本発明のまた他の態様による発光素子は、成長基板で成長された窒化物半導体層を成長
基板から分離した後、発光セルを互いに分離することにより提供される。具体的には、前
記発光素子は、基板と、前記基板の上部に互いに離隔して配置され、それぞれ、第１の導
電型上部半導体層、活性層、及び第２の導電型下部半導体層を有する複数の非極性発光セ
ルと、前記基板と前記複数の非極性発光セルとの間に互いに離隔して配置され、対応する
前記第２の導電型下部半導体層にそれぞれ電気的に接続され、それぞれ隣り合う非極性発
光セル側に延びた延長部を有する電極と、前記複数の非極性発光セル間の領域と前記電極
との間に配置され、少なくとも一部が隣り合う非極性発光セルの周縁の下方に延びており
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、前記電極の延長部を露出させる開口部を有するエッチング防止層と、前記複数の非極性
発光セルの側面を覆う側面絶縁層と、前記側面絶縁層によって前記複数の非極性発光セル
の側面から離隔され、それぞれ、一端部は、一つの前記非極性発光セルの前記第１の導電
型上部半導体層に電気的に接続され、他端部は、前記エッチング防止層の開口部を通じて
、隣り合う前記非極性発光セルの前記第２の導電型下部半導体層に電気的に接続された電
極に電気的に接続された配線と、を備える。
【００５３】
　さらに、前記発光素子は、前記基板と前記電極との間に介在された層間絶縁層をさらに
備えてもよい。また、前記電極は、それぞれ反射層及び保護金属層を有してもよく、前記
反射層は、前記第２の導電型下部半導体層の下部領域内に限定し、前記保護金属層は、前
記反射層の側面及び下部面を覆ってもよい。
【発明の効果】
【００５４】
　本発明によれば、複数の非極性発光セルを有する発光素子を提供することができる。特
に、サファイア基板または炭化珪素基板のｃ面を成長面として用いるので、優れた結晶性
を有し、製造費用を節約可能な発光素子を提供することができる。さらに、発光セルを分
離する間、金属の露出を防止し、金属エッチング副産物による発光セル内の電気的短絡を
防止し、反射金属層がエッチングまたは酸化によって変形することを防止することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の一実施形態に係る複数の非極性発光セルを単一基板上に形成する方法を
説明するための断面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る複数の非極性発光セルを単一基板上に形成する方法を
説明するための断面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る複数の非極性発光セルを単一基板上に形成する方法を
説明するための断面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る複数の非極性発光セルを単一基板上に形成する方法を
説明するための断面図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る複数の非極性発光セルを単一基板上に形成する方法を
説明するための断面図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造方
法を説明するための断面図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造方
法を説明するための断面図である。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造方
法を説明するための断面図である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造方
法を説明するための断面図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造
方法を説明するための断面図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造
方法を説明するための断面図である。
【図１２】本発明の第４の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造
方法を説明するための断面図である。
【図１３】本発明の第５の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造
方法を説明するための断面図である。
【図１４】本発明の他の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造方
法を説明するための断面図である。
【図１５】本発明の他の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造方
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法を説明するための断面図である。
【図１６】本発明の他の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造方
法を説明するための断面図である。
【図１７】本発明の他の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造方
法を説明するための断面図である。
【図１８】本発明の他の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造方
法を説明するための断面図である。
【図１９】本発明の他の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造方
法を説明するための断面図である。
【図２０】本発明の他の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造方
法を説明するための断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　以下、添付した図面に基づき、本発明の好適な実施形態について詳述する。以下に紹介
される実施形態は、本発明の思想を当業者に充分伝達するために、例として提供されるも
のである。従って、本発明は、後述する実施形態に限定されず、他の形態に具体化され得
る。なお、図面において、構成要素の幅、長さ、厚さ等は、説明の便宜のために誇張して
表現されることもある。明細書の全体にわたって、同一の参照番号は、同一の構成要素を
示す。
【００５７】
　本発明に係る発光素子の製造方法は、基板のリセス領域の側壁がｃ面となるように基板
を部分エッチングし、前記側壁面から先に成長させて、前記基板を覆う窒化物半導体層を
形成し、前記窒化物半導体層をパターニングし、複数の非極性発光セルを形成することを
含む。この方法において、前記窒化物半導体層の成長段階で、成長技法によって必然的に
結晶欠陥が特定の位置で発生し、これらの結晶欠陥は、窒化物半導体層をパターニングす
る間に除去される。
【００５８】
　図１～図５は、本発明の一実施形態に係る複数の非極性発光セルを形成する方法を説明
するための断面図である。
【００５９】
　図１を参照すると、基板２１上に成長防止パターン２３が形成される。前記基板２１は
、サファイア基板または炭化珪素基板であってもよく、その上部面は、通常の窒化物半導
体成長面であるｃ面（０００１）と異なる面であり、好ましくは、ｒ面（１‐１０２）、
ａ面（１１‐２０）、ｍ面（１‐１００）である。これらの面は、ｃ面に対して一定の交
差角をなす。例えば、ｒ面はｃ面に対して９０°未満の交差角をなし、ａ面及びｍ面は直
交する交差角をなす。前記基板２１は、必要に応じて、導電性炭化珪素基板、または、絶
縁性の炭化珪素基板またはサファイア基板であってもよい。
【００６０】
　前記成長防止パターン２３は、窒化物半導体が基板２１で成長することを防止し、例え
ば、シリコン酸化物またはシリコン窒化物で形成される。成長防止パターン２３は、基板
２１を露出させる開口部を有し、ストライプ状に形成される。
【００６１】
　図２を参照すると、前記成長防止パターン２３によって露出した基板２１がエッチング
され、ストライプ状のリセス領域２１ａが形成される。リセス領域２１ａは、成長防止パ
ターン２３をエッチングマスクとして用い、基板２１をエッチングすることにより形成さ
れる。前記エッチングによって、イオンが最も密集しているｃ面が、リセス領域の側壁を
形成する。
【００６２】
　この実施形態において、成長防止パターン２３がリセス領域２１ａを形成するためのエ
ッチングマスクとして用いられるものと説明しているが、他のエッチングマスクを用いて
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リセス領域２１ａを形成し、その後、前記基板２１上に成長防止パターン２３を形成して
もよい。また、成長防止パターン２３上に他の物質、例えば、フォトレジストのような物
質でエッチングマスクをさらに形成してもよい。
【００６３】
　図３を参照すると、前記リセス領域２１ａを有する基板２１上に第１の導電型窒化物半
導体層２５が成長される。第１の導電型窒化物半導体層２５を成長させる前に、窒化物の
核層及び／またはバッファ層（図示せず）が基板２１上に先に成長されてもよい。
【００６４】
　前記第１の導電型窒化物半導体層２５は、リセス領域２１ａの側壁であるｃ面から先に
成長される。また、成長防止パターン２３によって、基板２１の上部面から成長されるこ
とは抑制される。各側壁で成長された窒化物半導体層２５は、成長を継続するにつれて、
リセス領域２１ａの中間領域で当接し、これにより、リセス領域２１ａの中間領域に貫通
転位のような結晶欠陥が生成される。また、側壁で成長された窒化物半導体層２５は、成
長を継続するにつれて、成長防止パターン２３上で側面成長し、従って、成長防止パター
ン２３の中間領域上において、貫通転位のような結晶欠陥が生成される。
【００６５】
　窒化物半導体層２５が成長するにつれて、成長面が当接して結晶欠陥が生成する位置が
、リセス領域２１ａの中間領域と成長防止パターン２３の中間領域となるように、前記成
長防止パターン２３の幅とリセス領域２１ａの幅が選択される。
【００６６】
　前記第１の導電型半導体層２５が基板２１の上部を覆うと、その後に成長される窒化物
半導体は、基板の上部を覆う第１の導電型窒化物半導体層の成長面に沿って成長される。
前記成長面は、リセス領域２１ａの側壁であるｃ面に対して基板２１の上部面と同一の交
差角をなすので、基板２１の上部面と同一の面となり、これにより、非極性窒化物半導体
層が形成される。
【００６７】
　図４を参照すると、前記第１の導電型半導体層２５上に、活性層２７及び第２の導電型
窒化物半導体層２９が成長される。第１の導電型半導体層２５、活性層２７、及び第２の
導電型半導体層２９は、ＩＩＩ‐Ｎ系化合物半導体で形成され、有機金属化学気相成長（
ＭＯＣＶＤ）法または分子線エピタキシー（ＭＢＥ）法等の工程によって成長される。
【００６８】
　活性層２７及び第２の導電型半導体層２９は、第１の導電型半導体層２５の成長面に沿
って成長され、従って、非極性窒化物半導体層が成長される。この際、第１の導電型半導
体層２５に生成した結晶欠陥は、活性層２７及び第２の導電型半導体層２９に転写される
。
【００６９】
　前記第１の導電型及び第２の導電型は、ｎ型及びｐ型またはｐ型及びｎ型であってもよ
い。好ましくは、前記第１の導電型はｎ型であり、前記第２の導電型はｐ型である。
【００７０】
　前記活性層２７は、多重量子井戸構造であってもよく、第１の導電型半導体層２５及び
第２の導電型半導体層２９は、単一層に限定されず、多重層であってもよい。
【００７１】
　図５を参照すると、前記第１の導電型半導体層２５、活性層２７、及び第２の導電型半
導体層２９を有する窒化物半導体層がパターニングされ、複数の発光セル３０が形成され
る。この際、リセス領域２１ａの側壁間の中間領域及び成長防止パターン２３上の中間領
域に位置する窒化物半導体層が除去される。
【００７２】
　すなわち、基板２１上で、窒化物半導体層が除去された分離領域によって複数の非極性
発光セルが互いに離隔する。この際、前記分離領域は、前記リセス領域２１ａの側壁間の
中間領域及び前記リセス領域２１ａ間の中間領域を含む。これにより、リセス領域２１ａ
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の側壁から成長した窒化物半導体層が当接して生成される結晶欠陥が除去される。
【００７３】
　前記発光セル３０は、リセス領域２１ａに沿って長い形状を有してもよい。これとは異
なり、リセス領域２１ａを横切る領域において窒化物半導体層が除去されてもよく、リセ
ス領域２１ａに沿って互いに離隔した複数の発光セル３０が形成されてもよい。
【００７４】
　このような発光セル３０を配線を介して電気的に接続することにより、多様な回路を構
成することができ、サブマウントまたはボンディング基板等に発光セルを付着することに
より、フリップチップまたは成長基板が分離された発光素子等、複数の非極性発光セルを
有する多様な発光素子が提供される。
【００７５】
　図６は、本発明の第１の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製造
方法を説明するための断面図である。
【００７６】
　図６を参照すると、各発光セル３０上に反射金属層３１が形成される。前記反射金属層
３１は、例えばＡｇまたはＡｌで形成されてもよい。また、各発光セル３０の一部領域上
に反射金属層３１が形成され、前記反射金属層３１を覆う保護金属層（図示せず）が形成
されてもよい。
【００７７】
　前記反射金属層３１上にバンプ３３を介して第２の基板３５がボンディングされる。前
記第２の基板３５は、例えばサブマウント基板であってもよく、内部に電気回路を有して
もよい。一方、前記基板２１は、導電性炭化珪素基板であってもよく、前記基板２１の下
部面には、電極３７パッドが形成されてもよい。これにより、サブマウント基板３５上に
非極性発光セル３０がフリップボンディングされたフリップチップが提供される。前記フ
リップチップは、前記基板２１上に複数の発光セル３０を形成し、基板２１を単一チップ
に分離した後、分離されたチップをサブマウント基板３５にボンディングすることにより
形成される。
【００７８】
　図７～図１０は、本発明の第２の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素
子の製造方法を説明するための断面図である。
【００７９】
　図７を参照すると、図１～図４を参照して上述したように、基板２１上に窒化物半導体
層２５、２７、２９を成長させる。その後、前記窒化物半導体層２５、２７、２９をエッ
チングし、互いに分離された発光セルＬＳ１、ＬＳ２、ＬＳ３、ＬＳ４を形成する。この
際、前記第２の導電型半導体層２９及び活性層２７の一部分が除去されることにより、第
１の導電型半導体層２５が露出する。すなわち、前記発光セルは、それぞれ、第１の導電
型半導体層２５、前記第１の導電型半導体層２５の一部領域上に配置された第２の導電型
半導体層２９、及び前記第１の導電型半導体層２５と第２の導電型半導体層２９との間に
介在された活性層２７を有する。前記第１の導電型半導体層２５の一部領域を露出させる
工程は、メサエッチング工程として知られている。
【００８０】
　図８を参照すると、前記発光セルＬＳ１、ＬＳ２、ＬＳ３、ＬＳ４間の空間を充填する
第１の絶縁層４１が形成される。第１の絶縁層４１は、前記第１の導電型半導体層２５の
上部面の下方に配置される。第１の絶縁層４１は、例えば、ＳＯＧ（Ｓｐｉｎ　Ｏｎ　Ｇ
ｌａｓｓ）等の工程により絶縁物質で形成されてもよい。絶縁物質を発光セル上に塗布ま
たは蒸着して形成された後、第１の導電型半導体層２５の上部面が露出するように、前記
絶縁物質を部分的に除去して、第１の絶縁層４１が形成される。前記第１の絶縁層４１は
、発光セル間の段差を減少させるために形成され、または省略されてもよい。
【００８１】
　図９を参照すると、前記第１の絶縁層４１上で、前記発光セルの側面を覆う第２の絶縁
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層４５が形成される。第２の絶縁層４５は、発光セルＬＳ１、ＬＳ２、ＬＳ３、ＬＳ４の
上部を露出させる開口部を有し、また、第１の導電型半導体層２５の上部面を露出させる
開口部を有する。第１の絶縁層４１が省略された場合、第２の絶縁層がリセス領域２１ａ
内の第１の導電型半導体層２５の側面を覆う。
【００８２】
　一方、前記発光セル上に、例えば、第２の導電型半導体層２９上に透明電極層４３が形
成される。透明電極層４３は、第２の絶縁層４５を形成する前に形成されてもよい。透明
電極層４３は、例えば、ＩＴＯのような透明酸化膜またはＮｉ／Ａｕのような透明金属で
形成されてもよい。
【００８３】
　図１０を参照すると、前記発光セルＬＳ１、ＬＳ２、ＬＳ３、ＬＳ４を接続する配線４
７が形成される。前記配線４７を介して発光セルを直列に接続することにより直列アレイ
が形成される。前記配線４７によって、少なくとも二つの直列アレイが逆並列に接続され
てもよい。これにより、高電圧交流電源下で駆動される交流駆動型の発光素子が提供され
る。また、前記配線４７は、発光セルを並列接続する配線を含んでもよい。前記配線４７
によって、発光セルが多様な回路で接続される。このような配線４７を用いた接続によっ
て、交流電源下または直流電源下で駆動される多様な発光素子が提供される。
【００８４】
　図１１は、本発明の第３の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製
造方法を説明するための断面図である。
【００８５】
　図１１を参照すると、図１０の配線４７が形成された後、前記発光セルＬＳ１、ＬＳ２
、ＬＳ３、ＬＳ４を覆う層間絶縁層４９が形成される。前記層間絶縁層４９は、発光セル
が互いに短絡することを防止する。一方、前記層間絶縁層４９上に第２の基板５０がボン
ディングされる。
【００８６】
　前記第２の基板５０は、サブマウント基板であってもよく、従って、フリップチップ形
態の発光素子が提供される。前記サブマウント基板は、電極パッドを有してもよく、発光
セルに電源を供給するためのパッド（図示せず）が層間絶縁層４９を通じて、前記サブマ
ウント基板上の電極パッドに電気的に接続される。この場合、発光セルから放出された光
は、基板２１側に放出される。従って、図９の透明電極層４３の代わりに反射金属層４３
ａが形成されることが好ましい。
【００８７】
　一方、層間絶縁層４９は省略されてもよく、バンプを介して前記発光セルがサブマウン
ト基板にボンディングされてもよい。
【００８８】
　図１２は、本発明の第４の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製
造方法を説明するための断面図である。
【００８９】
　図１２を参照すると、図１１の第２の基板５０がボンディングされた後、基板２１が除
去される。基板２１は、ポリッシング工程またはエッチング工程によって除去される。こ
の際、前記成長防止パターン２３も一緒に除去され、第１の導電型半導体層２５の下部面
が露出する。前記第１の導電型半導体層２５は、平坦化されてもよい。
【００９０】
　前記第２の基板５０を下向きにし、第１の導電型半導体層２５を上向きにすると、光が
放出される発光素子となる。従って、第１の導電型半導体層２５が上部半導体層となり、
第２の導電型半導体層２９が下部半導体層となる。一方、第１の絶縁層４１は、第１の導
電型半導体層２５間の空間を充填し、配線４７は、発光セルと第１の絶縁層４１の下方に
配置される。
【００９１】
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　これに加えて、前記露出した第１の導電型半導体層２５の露出面に粗面Ｒが形成されて
もよい。粗面Ｒは、ＰＥＣ（光電気化学）エッチング等によって形成される。
【００９２】
　図１３は、本発明の第５の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素子の製
造方法を説明するための断面図である。
【００９３】
　図１３を参照すると、図８の第１の絶縁層４１が形成された後、図６を参照して説明し
たように、発光セル上に反射層４３ａが形成される。一方、第２の基板５０は、電極パタ
ーン５０ａを有する。前記電極パターン５０ａは、発光セルＬＳ１、ＬＳ２、ＬＳ３、Ｌ
Ｓ４に対応して形成される。
【００９４】
　前記発光セルと電極パターン５０ａが、バンプ３３を介して電気的に接続される。この
際、一つの発光セル、例えば、発光セルＬＳ１の第１の導電型半導体層２５及び第２の導
電型半導体層２９は、隣り合う電極パターン５０ａにそれぞれ接続される。このような接
続によって、発光セルをバンプ３３と電極パターン５０ａを用いて直列に接続することが
できる。
【００９５】
　これとは異なり、第１の導電型半導体層２５を互いに電気的に接続し、第２の導電型半
導体層２９を互いに電気的に接続して、発光セルを並列に接続してもよい。
【００９６】
　図１４～図２０は、本発明の他の実施形態に係る複数の非極性発光セルを有する発光素
子の製造方法を説明するための断面図である。上述した発光素子は、基板２１上で発光セ
ルを分離するものであるが、ここでは、窒化物半導体層を基板２１から分離した後、発光
セルを分離することが異なる。また、金属エッチング副産物の発生を防止する工程を述べ
る。
【００９７】
　図１４を参照すると、図４の窒化物半導体層２５、２７、２９、例えば、第２の導電型
半導体層２９上にエッチング防止層５１が形成される。エッチング防止層５１は、前記リ
セス領域の側壁間の中間領域及び前記成長防止パターン２３の中間領域上の前記窒化物半
導体層を覆う。また、エッチング防止層５１は、前記成長防止パターン２３を横切る領域
を覆って、第２の導電型半導体層２９を露出させる開口部が形成される。前記開口部は、
以降形成される発光セルの領域上に、各発光セルの領域に対応して形成され、発光セルの
領域よりも小さな面積で形成される。
【００９８】
　エッチング防止層５１は、第２の導電型半導体層２９上にシリコン酸化膜またはシリコ
ン窒化膜のような絶縁層を形成し、エッチング防止層５１は、フォトリソグラフィ工程及
びエッチング工程を用いてパターニングすることにより形成される。
【００９９】
　図１５を参照すると、前記開口部内に反射層５３ａが形成される。反射層５３ａは、反
射率の高い金属物質、例えば、Ａｇ、Ａｌ、またはこれらの合金で形成されてもよく、屈
折率の異なる層を積層して形成してもよい。前記反射層５３ａが金属層で形成される場合
、めっきまたは蒸着技術を用いて形成されてもよく、例えば、リフトオフ工程を用いて形
成されてもよい。一方、前記反射層５３ａの形成前に、第２の導電型半導体層２９上にオ
ームコンタクト層（図示せず）を形成してもよい。また、前記反射層５３ａを先に形成し
、その後、前記エッチング防止層５１を形成してもよい。
【０１００】
　次いで、前記反射層５３ａを覆う保護金属層５３ｂを形成する。保護金属層５３ｂは、
それぞれエッチング防止層５１の開口部を充填し、エッチング防止層５１の上面に延びる
。前記保護金属層５３ｂは、互いに離隔して形成される。保護金属層５３ｂは、単一層ま
たは多重層で形成されてもよく、例えば、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｐｔ、Ｗ、Ｃｒ、Ｐｄ等で
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形成されてもよい。
【０１０１】
　この実施形態において、前記反射層５３ａと保護金属層５３ｂが、電極Ｅ１、Ｅ２、Ｅ
３、Ｅ４を構成する。しかし、電極Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３、Ｅ４は、これに限定されるもので
はなく、単一の金属層で形成されてもよい。例えば、前記反射層５３ａの形成を省略し、
保護金属層５３ｂのみで電極を構成してもよい。
【０１０２】
　図１６を参照すると、前記電極Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３、Ｅ４上に層間絶縁層５５が形成され
る。層間絶縁層５５は、電極Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３、Ｅ４を覆い、電極Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３、Ｅ
４間のギャップを充填する。層間絶縁層５５の材質については特に限定されず、シリコン
酸化膜またはシリコン窒化膜で形成してもよい。
【０１０３】
　前記層間絶縁層５５上にボンディングメタル５７が形成され、第２の基板６１上にボン
ディングメタル５９が形成される。前記ボンディングメタル５７は、例えば、ＡｕＳｎ（
８０／２０ｗｔ％）で形成されてもよい。前記第２の基板６１は、特に限定されるもので
はないが、犠牲基板２１と同一の熱膨張係数を有する基板であってもよく、例えば、サフ
ァイア基板であってもよい。
【０１０４】
　前記ボンディングメタル５７、５９を互いに対向するようにボンディングすることで、
第２の基板６１が前記層間絶縁層５５上にボンディングされる。
【０１０５】
　図１７を参照すると、前記基板２１が除去され、前記第１の導電型半導体層２５が露出
する。基板２１は、レーザリフトオフ（ＬＬＯ）技術または他の機械的方法や化学的方法
、例えば、ポリッシングまたはエッチング技術によって分離されてもよい。これにより、
第１の導電型半導体層２５が露出し、露出面は平坦化してもよい。
【０１０６】
　図１８を参照すると、前記窒化物半導体層２５、２７、２９をパターニングすることに
より、複数の発光セルＬＳ１、ＬＳ２、ＬＳ３、ＬＳ４が形成される。前記発光セルＬＳ
１、ＬＳ２、ＬＳ３、ＬＳ４は、それぞれ、パターニングされた第１の導電型半導体層２
５、パターンニングされた活性層２７、及びパターンニングされた第２の導電型半導体層
２９を有する。前記化合物半導体層は、フォトリソグラフィ工程及びエッチング工程を用
いてパターニングしてもよい。この際、前記エッチング工程によって、発光セル間の化合
物半導体層が除去され、エッチング防止層５１が露出する。前記エッチング防止層５１は
、エッチング工程の間、その下の電極Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３、Ｅ４が露出することを防止する
。このため、エッチング防止層５１の上部の限定された領域においてエッチングが行われ
る。また、前記発光セルを分離する間、結晶欠陥が位置する窒化物半導体層が除去される
。
【０１０７】
　図１９を参照すると、前記発光セルＬＳ１、ＬＳ２、ＬＳ３、ＬＳ４の側面を覆う側面
絶縁層６３が形成される。前記側面絶縁層６３は、発光セルを覆う絶縁層を形成した後、
フォトリソグラフィ工程及びエッチング工程を用いてパターニングすることにより形成さ
れる。前記側面絶縁層６３は、例えば、ＳｉＯ２、ＳｉＮ、ＭｇＯ、ＴａＯ、ＴｉＯ２、
またはポリマーで形成されてもよい。側面絶縁層６３は、発光セルの側面に露出した前記
第１の導電型半導体層１２５、活性層１２７、及び第２の導電型半導体層２９を覆う。側
面絶縁層６３は、さらに、図示のように、側面絶縁層６３は、発光セルＬＳ１、ＬＳ２、
ＬＳ３、ＬＳ４の上面の一部を覆ってもよい。さらには、側面絶縁層６３は、前記エッチ
ング防止層５１上に延びてもよい。一方、前記側面絶縁層６３を形成する間、またはその
後、エッチング防止層５１内に電極Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３、Ｅ４の延長部を露出させる開口部
５１ａが形成される。
【０１０８】
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　図２０を参照すると、発光セルＬＳ１、ＬＳ２、ＬＳ３、ＬＳ４を電気的に接続する配
線６５が形成される。前記配線６５は、前記発光セルを直列に接続する。例えば、前記配
線６５は、発光セルＬＳ１の第１の導電型半導体層２５と、発光セルＬＳ２の第２の導電
型半導体層２９に電気的に接続された電極Ｅ２とを電気的に接続し、発光セルＬＳ２の第
１の導電型半導体層２５と、発光セルＬＳ３の第２の導電型半導体層２９に電気的に接続
された電極Ｅ３とを電気的に接続し、発光セルＬＳ３の第１の導電型半導体層２５と、発
光セルＬＳ４の第２の導電型半導体層２９に電気的に接続された電極Ｅ４とを電気的に接
続する。これにより、発光セルＬＳ１、ＬＳ２、ＬＳ３、ＬＳ４が直列に接続されたアレ
イが形成される。
【０１０９】
　前記配線６５のそれぞれは、その一端部が、一つの発光セル、例えば、発光セルＬＳ１
の第１の導電型半導体層２５に電気的に接続され、他端部は、それに隣接した他の発光セ
ル、例えば、発光セルＬＳ２の第２の導電型半導体層２９に電気的に接続された電極Ｅ２
に電気的に接続される。
【０１１０】
　前記配線６５によって、基板６１の上部に少なくとも二つの直列アレイが形成され、こ
れらのアレイが互いに逆並列接続されることにより、交流電源によって駆動されてもよい
。これとは異なり、基板上で、配線によって直列アレイが形成され、前記直列アレイが前
記基板上に形成されたブリッジ整流器に接続されることにより、交流電源によって駆動さ
れ得る。ブリッジ整流器は、配線によって発光セルを接続して形成してもよい。また、前
記発光セルの直列アレイを高電圧直流電源下で駆動してもよい。
【０１１１】
　前記配線６５の形成前に、配線の接着力またはオーミックコンタクト特性を向上させる
ために、パッド（図示せず）が、第１の導電型半導体層２５及び／または電極Ｅ１、Ｅ２
、Ｅ３、Ｅ４上に形成されてもよい。
【０１１２】
　前記配線６５は、さらに前記発光セルの第１の導電型半導体層２５を互いに接続する。
この際、前記電極Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３、Ｅ４は、互いに接続されてもよい。これにより、複
数の発光セルが並列接続された発光素子が提供される。
【０１１３】
　一方、前記発光セル上の第１の導電型半導体層２５に、ＰＥＣ（光電気化学）エッチン
グ等によって、粗面Ｒが形成されてもよい。前記粗面Ｒの形成は、配線の形成前に行われ
てもよい。
【０１１４】
　本発明によれば、複数の非極性発光セルを有する発光素子を提供することができる。特
に、サファイア基板または炭化珪素基板のｃ面を成長面として用いるので、優れた結晶性
を有し、製造費用を節約可能な発光素子を提供することができる。さらに、発光セルを分
離する間、金属の露出を防止し、金属エッチング副産物による発光セル内の電気的短絡を
防止し、反射金属層がエッチングまたは酸化によって変形することを防止することができ
る。
【０１１５】
　以上、本発明についていくつかの実施形態を挙げて説明したが、本発明は、上述した実
施形態に限定されず、当業者であれば、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で、様々
な変形及び変更が可能である。このような変形及び変更は、下記の特許請求の範囲で定義
される本発明の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１１６】
　２１　　基板
　２３　　成長防止パターン
　２５　　第１の導電型半導体層
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　２７　　活性層
　２９　　第２の導電型半導体層
　３０　　発光セル
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【図２０】
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